
 舞  鶴  市  副  業‧  兼  業  ⼈  材  活  ⽤ 

 ⽀  援  事  業  補  助  ⾦ 

 【申  請  要  領】 

 申  請  受  付  期  間 

 令  和  ８  年  １  ⽉  ３  ０  ⽇  （⾦）  ま  で 

 書  類  提  出  先‧  お  問  い  合  わ  せ  先    

                〒  ６  ２  ５  －  ８  ５  ５  ５ 

       舞  鶴  市  字  北  吸  １  ０  ４  ４  番  地 

             舞  鶴  市     産  業  振  興  部     産  業  活  ⼒  課 

                電  話  ：  ０  ７  ７  ３  －  ６  ６  －  １  ０  ２  １ 



 １     趣  旨 

          専  ⾨  的  な  技  術、  技  能  等  を  有  す  る  ⼈  材  の  活  ⽤  に  よ  り  企  業  の  ⽣  産  性  の  向  上、  経 

 営  課  題  の  解  決  を  図  る  た  め、  副  業‧  兼  業  ⼈  材  を  活  ⽤  す  る  市  内  事  業  者  に  対  し、  補 

 助  ⾦  を  交  付  し  ま  す。 

 ２     補  助  対  象  事  業  者 

          次  の  要  件  を  全  て  満  た  す  事  業  者 

 （１）  舞  鶴  市  内  に  事  業  所  を  有  す  る  中  ⼩  企  業  者  （  ※  １）  で  あ  る  こ  と。 

 （２） 

 次  の  い  ず  れ  に  も  該  当  し  な  い  者  で  あ  る  こ  と。 

 〇  市  税  を  滞  納  し  て  い  る  者 

 〇  ⾵  俗  営  業  等  の  規  制  及  び  業  務  の  適  正  化  等  に  関  す  る  法  律  第  2  条  第 

 5  項  に  規  定  す  る  性  ⾵  俗  関  連  特  殊  営  業  を  ⾏  う  者 

 〇  舞  鶴  市  暴  ⼒  団  排  除  条  例  第  ２  条  第  ２  号  に  規  定  す  る  暴  ⼒  団  員 

      

   

 （  ※  １）  中  ⼩  企  業  者  と  は 

 業  種  分  類 

 中  ⼩  企  業  基  本  法  に  お  け  る  中  ⼩  企  業  の  定  義 

 （い  ず  れ  か  を  満  た  す  会  社  及  び  個  ⼈） 

 資  本  ⾦  の  額  ⼜  は  出  資  ⾦  の  総  額  常  時  使  ⽤  す  る  従  業  員  数 

 製  造  業  そ  の  他  ３  億  円  以  下  ３  ０  ０  ⼈  以  下 

 卸  売  業  １  億  円  以  下  １  ０  ０  ⼈  以  下 

 ⼩  売  業  ５  千  万  円  以  下  ５  ０  ⼈  以  下 

 サー  ビ  ス  業  ５  千  万  円  以  下  １  ０  ０  ⼈  以  下 

             会  社  （株  式  会  社、  有  限  会  社、  合  名  会  社、  合  資  会  社、  合  同  会  社）、  ⼠  業  法 

 ⼈  及  び  個  ⼈  事  業  主  で  上  表  に  当  て  は  ま  る  者  を  い  い  ま  す。 

 社  会  福  祉  法  ⼈、  医  療  法  ⼈、  特  定  ⾮  営  利  活  動  法  ⼈、  ⼀  般  社  団‧  財  団  法  ⼈、 

 公  益  社  団‧  財  団  法  ⼈、  学  校  法  ⼈  な  ど  は、  本  制  度  の  対  象  外  と  な  り  ま  す。 

 ３     補  助  対  象  事  業 

          補  助  対  象  事  業  者  が  ⽣  産  性  の  向  上、  経  営  課  題  の  解  決  の  た  め  に、  京  都  府  プ  ロ 

 フェッ  ショ  ナ  ル  ⼈  材  戦  略  拠  点  協  議  会  の  構  成  団  体  で  あ  る  登  録  ⺠  間  ⼈  材  ビ  ジ  ネ  ス 

 事  業  者  （以  下  「登  録  ⼈  材  ビ  ジ  ネ  ス  事  業  者」  と  い  う。）  を  介  し  て  副  業‧  兼  業  ⼈ 

 材  を  活  ⽤  す  る  事  業。 

 ※     国、  地  ⽅  公  共  団  体  等  が  実  施  す  る  他  の  制  度  に  よ  り  助  成  ⾦  等  の  交  付  を  受  け 

 て  い  る  事  業  は  除  き  ま  す。 

         

 1 



             登  録  ⼈  材  ビ  ジ  ネ  ス  事  業  者  は、  次  の  ペー  ジ  か  ら  参  照  し  て  く  だ  さ  い。 

 （  https://www.jigyo-keizoku.jp/prof/  ） 

 ４     補  助  対  象  経  費 

         

 （１） 

 副  業‧  兼  業  ⼈  材  の  募  集  の  た  め  に  登  録  ⼈  材  ビ  ジ  ネ  ス  事  業  者  に  ⽀  払 

 う  登  録  料、  求  ⼈  掲  載  料、  ⼈  材  紹  介  ⼿  数  料  等  の  経  費  （実  際  に  副 

 業‧  兼  業  の  ⼈  材  を  活  ⽤  し  た  場  合  に  限  る） 

 （２）  副  業‧  兼  業  ⼈  材  に  対  す  る  業  務  委  託  料  （３  か  ⽉  分  を  限  度  と  す  る） 

 （３） 

 副  業‧  兼  業  ⼈  材  が  舞  鶴  市  を  実  際  に  訪  れ  て  業  務  に  従  事  す  る  場  合  に 

 補  助  事  業  者  が  負  担  し  た  交  通  費  （１  回  の  往  復  移  動  に  伴  う  交  通  費  は 

 ３  万  円  を  限  度  と  し、  契  約  か  ら  ３  か  ⽉  以  内  の  も  の  に  限  る） 

 ５     補  助  ⾦  の  額 

          補  助  対  象  経  費  の  ２  分  の  １  以  内  （千  円  未  満  切  り  捨  て） 

          た  だ  し、  １  事  業  者  当  た  り  １  ０  万  円  を  上  限  と  し  ま  す。 

 ６     交  付  申  請 

 （１）  募  集  期  間    

             令  和  ８  年  １  ⽉  ３  ０  ⽇  （⾦）  ま  で 

   

          ※  こ  の  補  助  ⾦  は  予  算  の  範  囲  内  で  交  付  し  ま  す  の  で、  交  付  申  請  額  が  予  算  額  に  達 

 し  た  場  合  は、  募  集  期  間  に  関  わ  ら  ず  受  付  を  終  了  い  た  し  ま  す。 

 （２）  申  請  時  期 

             副  業‧  兼  業  ⼈  材  と  の  業  務  委  託  契  約  締  結  ⽇  か  ら  ３  ０  ⽇  以  内  に  提  出  し  て  く  だ 

 さ  い。 

 （３）  提  出  書  類  （様  式  は  市  ホー  ム  ペー  ジ  か  ら  ダ  ウ  ン  ロー  ド  で  き  ま  す） 

         

 2 

https://www.jigyo-keizoku.jp/prof/


 （１）  交  付  申  請  書  （様  式  第  １  号） 

 （２）  事  業  計  画  書  （様  式  第  ２  号） 

 （３）  収  ⽀  予  算  書  （様  式  第  ３  号） 

 （４）  補  助  対  象  事  業  に  係  る  副  業‧  兼  業  ⼈  材  と  の  契  約  書  の  写  し 

 （５）  ⾒  積  書  な  ど  事  業  実  施  に  係  る  経  費  が  確  認  で  き  る  も  の 

 （６）  市  税  の  納  税  証  明  （滞  納  の  な  い  証  明  書） 

 ７     実  績  報  告 

 （１）  提  出  期  限 

             事  業  終  了  後  ３  ０  ⽇  以  内  ま  た  は  令  和  ８  年  ２  ⽉  ２  ７  ⽇  （⾦）  の  い  ず  れ  か  早  い 

 ⽇ 

 （２）  提  出  書  類  （様  式  は  市  ホー  ム  ペー  ジ  か  ら  ダ  ウ  ン  ロー  ド  で  き  ま  す） 

 （１）  実  績  報  告  書  （様  式  第  ８  号） 

 （２）  事  業  報  告  書  （様  式  第  ９  号） 

 （３）  収  ⽀  決  算  書  （様  式  第  １  ０  号） 

 （４） 
 補  助  対  象  経  費  を  ⽀  払っ  た  こ  と  が  確  認  で  き  る  書  類 

 （領  収  書  の  写  し  等） 

 3 


